
第 2 号議案（資料 3－①） 

平 成 １9 度 事 業 計 画（案） 

 

 
１．運営関係 

１） 平成 19 年度定期総会を平成 19 年 5 月 31 日（木）、きゅりあん（東京都）にて開催する。 
２） 理事会および運営理事会を都度開催し、協会の運営諸問題を審議する。 

 
２．基盤の確立 

１） 会員増加に日々努力するとともに、会員に対して魅力ある事業を展開していく。 
２） 委託事業の拡大に努める。 
３） 社会のニーズにあった事業を展開していく。 

 
３．機関誌の発行 

  機関誌「におい・かおり環境学会誌」を５月から隔月発行し会員に配布する。なお、5 月号 
は協会設立 20 周年記念号として発行する。No.193 号～198 号  年 6 回 

 
４．国家資格「臭気判定士」試験等の実施 
  臭気判定士試験等を以下のとおり実施する。なお、臭気判定士試験事務を適切に実施するため、

臭気判定士試験関係指定事務実施規程の一部を改正するとともに、新たに「臭気判定士試験問題

確認委員会」を設置する。 
１） 臭気判定士試験 

    ① 試験期日   平成 19 年 11 月 17 日（土） 
    ② 場  所   東京都・愛知県・大阪府 

２） 嗅覚検査 
    ① 実施期間   平成 19 年 4 月から随時行う。 
    ② 場  所   当協会または当協会が設置した嗅覚検査実施機関（41 機関） 

３） 臭気判定士免状の交付 
① 実施期間   平成 19 年４月から随時行う。 
② 場  所   当協会 

 
５．第２０回におい・かおり環境学会の開催等 

１） 実施日 平成 19 年 6 月 6 日（水）   アサヒビール 神奈川工場見学 
平成 19 年 6 月 7 日（木）   東京工業大学 大岡山キャンパス 
平成 19 年 6 月 8 日（金）       〃       〃 

２） 内 容 特別講演、一般口頭発表、ポスター発表、オーガナイズセッション、機器展示

および工場見学を行う。 
 
６．講習会・セミナー等の実施 

１） 臭気対策セミナー 
第 1 回目は平成 19 年 8 月 1 日、きゅりあん（東京都）にて開催、第２回目は平成 20 年

2 月 27、28 日、きゅりあん（東京都）にて開催する。 
２） 臭気判定技術講習会の実施 

東京（2 回）および大阪（1 回）計 3 回実施する（各回 講義コース 3 日、実技コース 1
日）。 

３） 嗅覚測定法の精度管理（クロスチェック）と技能向上研修会の実施 
嗅覚測定法の測定精度維持・向上を図るため、今年度もクロスチェックを実施する。ク

ロスチェックの結果については、平成 20 年 1 月に実施する技能向上研修会において解説
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する。なお、今年度引き続き、技能向上研修会に連続して 4回参加した方へ、優秀受講者

証と図書贈呈券をお渡しする。また、クロスチェック参加者には参加証を交付する。 
 
７．臭気測定認定事業所の審査・登録 
  臭気測定認定事業所審査委員会において、嗅覚測定機関申請の新規登録および更新登録に関す

る技術審査・書類審査を実施する。また、事業所の実地審査も順次実施する。 
 
８．脱臭ナビの管理・運営 

Ｗｅｂ上で公開している「ひと目でわかる『脱臭装置』選択ガイド」データベース、いわゆ

る「脱臭ナビ」について、技術委員会新技術開発部会において、新規登録または登録更新を行い、

データベース掲載装置の拡充を図る。また、本データベースをより多くの方に活用してもらえる

よう情報発信も併せて実施する。 
 

９．表彰事業 
定期総会において、功労賞、学術賞、技術賞およびにおい･かおり環境賞の表彰を行う。 

 
10．臭気対策アドバイザー制度の運営 

「臭気対策アドバイザー」制度の更なる普及活動をしつつ、良好なにおい環境の形成に寄与出

来るよう事業の展開を図る。 
 
11．嗅覚測定に用いる器材推奨マーク制度 

平成 18 年度より嗅覚検査等で使用する臭袋、試料採取袋、パネル選定用基準臭などの器材に

ついて、品質および性能を推奨するマーク表示をする、いわゆる推奨マーク制度を開始したが、

今年度も引続き認知度を高める活動を行う。 
 
12．臭気判定士支援事業 

臭気判定士の普及活動として、企業、地方自治体および一般人を対象とした各種イベントに出

うる限り参画する。 
 
13．ホームページへの充実 
  協会のホームページは情報量が少なく分かりづらいとの声を多く頂戴しております。つきまし

ては、搭載内容の拡充をはかるなど、多くの方に利用していただけるものを作成する。  
 
14．国際交流委員会の新設 

平成 16 年度以降においの測定と対策に関するアジアネットワーク（ＡＮＯＭＥＣ）の創設に

よりアジア各国と今まで以上の意見交換が出来るよう、ホームページ等での情報開示をしてきた

が、今年度の中国での研修会実施を皮切りに、さまざまな交流を推進するために国際交流委員会

を立ち上げ、積極的な事業展開に努める。 
 
15．協会設立 20 周年記念事業の実施 
  当協会は、昭和 62 年に社団法人として設立されてから今年で 20 年を迎えました。長年にわた

り会員としてご支援、ご協力をいただいた 49 団体および 14 人へ感謝状を贈呈するとともに、団

体正会員（6 月 1 日現在）の団体名や電話番号などを環境新聞（壁新聞）に広告掲載する。また、

その他記念事業にふさわしい事業の企画検討を行う。 
 
16．新規事業への取組み 

１） においに関する新資格講習会の実施 
においの快・不快、においの臭気強度についての明確な基準が今まで無かったので、代

表的なにおいについて明確な基準を設定し、においの快・不快および臭気強度に関する講

習会を開き受講者には修了証書を交付する。 
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２） 芳香、消・脱臭剤の認証事業 
芳香、消・脱臭剤に関する効力試験法の基準化に基づき、当協会において効力試験を実

施する事業を開始する。 

３） 技術委員会の活性化 
     近年の社会ニーズに合致したにおい・かおりに関する調査・研究等を実施するために、

室内におい部会およびにおいの快適な判断基準策定部会（仮称）を設置するなど、技術委

員会の活性化を図る。 
 
17．その他 
  下記委員会の活性化を図るとともに、協会の将来構想について継続して検討を進める。 
  １） 編集委員会 
  ２） 技術委員会（臭気対策アドバイザー部会等 6 部会） 
  ３） 表彰委員会（功労賞選考部会等 4 部会） 
  ４） におい・かおり環境学会委員会 
  ５） 臭気測定認定事業所審査委員会 
  ６） 嗅覚測定に用いる器材推奨審査委員会 
  ７） 臭気判定士試験委員会 

８） 臭気判定士試験確認委員会 
  ９） 嗅覚検査委員会 
  10） 国際交流委員会 
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平成19年度一般会計収支予算書 (案)
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（１）収入の部                         （単位：千円）

科 目 予 算 額 摘             要

1. 入会金収入 200 正会員（４社）

2. 会費収入 25,919

 (1) 正会員 17,400 ① 営利法人　174 社　　100,000円

850 ② 公益法人　17 団体    50,000円

4,408 ③ 個    人　   551人　　　8,000円

 (2) 公共会員 1,475 62 団体(1種～4種）

 (3) 学生会員 36 9人  4,000円

 (4) 賛助会員 1,750 （法人）25社  70,000円

3. 事業収入 87,518

 (1) 学会参加費収入 1,060 参加費　200名

 (2) 試験業務費収入 20,768

    　1 試験受験手数料収入 13,680 臭気判定士試験手数料（760人）    18,000円

      2 嗅覚受検手数料収入 5,193 嗅覚検査手数料（577人）　9,000円

      3 免状更新手数料収入 1,895 免状交付手数料（新規250人・更新327人）

 (3) 事業所認定業務費収入 1,000 第２種事業所認定10社

 (4) 講習会･ｾﾐﾅｰ参加費収入 18,500 技術講習会3回､セミナー2回、技能向上1回

 (5) 機関誌等発行業務収入 6,400 広告等収入

 (6) 出版収入 10,000

 (7) 委託及び請負収入 20,000 国、地方自治体など

 (8)臭気対策アドバイザー収入 3,140 試験手数料および調査業務請負収入

 (9)脱臭ナビ運営収入 3,650 新規登録10社

（10）器材推奨制度収入 3,000

（11）新資格講習会収入 300 においの快・不快、臭気強度に関する講習会参加費

4. 雑収入 500

当期収入合計 114,137

前期繰越収支差額 39,120

収 入 合 計 153,257
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（２）支出の部                         （単位：千円）

科 目 予 算 額 摘             要

1.事業費 81,615

　 (1) 人件費 23,206

　 (2) 法定福利費 2,161

　 (3) 学会費 1,471

　 (4) 試験受験業務費 8,082

   　 1 試験受験業務費 5,332 臭気判定士試験運営費

 　   2 嗅覚受検業務費 2,545

    　3 免状交付業務費 205

　 (5) 事業所認定業務費 264

　 (6) 講習会・セミナー費 7,615 講習会3回、セミナー2回、技能向上研修会運営費

　 (7) 機関誌等発行業務費 7,935

　 (8) 出版費 4,187

 　(9) 委託及び請負事業支出 11,833

　(10)臭気対策アドバイザー費 2,000

  (11)脱臭ナビ運営費 1,314

　(12)器材推奨制度業務費 713

  (13)新資格講習会費 200 においの快・不快、臭気強度に関する講習会運営費

  (14)技術委員会運営費 1,250

　(15)事業管理費 9,384

2. 管理費 26,522

 　(1) 人件費 14,935

　 (2) 法定福利費 1,700

　 (3) 諸謝金 160

 　(4) 旅費交通費 1,225

 　(5) 図書資料購入費 67

 　(6) 消耗品費 1,510

　 (7) 修繕費 8

　 (8) 印刷製本費 12

　 (9) 通信運搬費 304

　（10) 光熱水料費 141

　（11) 賃借料 2,210

　（12) 会議費 146

　 (13) 租税公課 1,301

　 (14) 負担金 230

　 (15) 手数料 684

 　(16) 雑役務費 1,833

 　(17) 減価償却費 56

3. 20周年記念事業 2,000

4.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ事業 3,000

5. 予備費 1,000

当期支出合計 114,137

当期収支差額 0

次期繰越収支差額 39,120

支出合計 153,257
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